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HW-合理化007-2023 

合理化システムの認定等手数料規程 

 

１ 趣旨 

この規程は、木造建築合理化システム認定規程（ HW-合理化001-2023）第23条の規定に

基づき、木造建築合理化システム認定業務に係る手数料（以下「手数料」という。）につ

いて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

この規程において表－１の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。 

表－１ 用語の定義 

用語 定義 

認定等の手数料 木造建築合理化システム認定規程に規定する認定業務に要する手

数料であり、新規手数料、更新手数料、変更手数料及び確認書通

知発行手数料がある。 

新規手数料 申請者が新たな認定を取得する場合の認定手数料をいう。  

更新手数料 認定の有効期間満了に伴い、引き続き認定を受けようとする場合

の認定手数料をいう。 

変更手数料 認定内容を変更する場合の認定手数料をいう。  

確認書通知発行 

手数料 

長期性能タイプの確認書を取得する場合の発行手数料をいう。  

 

３ 認定等の手数料 

認定等の手数料は、表－２及び表－３に掲げる額とする。 

表－２ 基準性能タイプの認定等の手数料（税込） 

手数料の種類 金額 

新規手数料  770,000円×システム数 

更新手数料  440,000円×システム数 

変更手数料  55,000円×システム数 

 

表－３ 長期性能タイプの認定等の手数料（税込） 

手数料の種類 金額 

新規手数料 1,100,000円×システム数 

更新手数料 660,000円×システム数 

確認書追加発行 

手数料 

構造躯耐等の劣化 110,000円×型式数 

耐震性 220,000円×型式数 

維持管理・更新の容易性 110,000円×型式数 

省エネルギー 165,000円×型式数 

変更手数料 55,000円×システム数 
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長期性能タイプの手数料については、劣化、耐震性、維持管理及び省エネの４型式の確認書が含ま

れている。 

既に受けている型式と内容が大きく異ならない型式の確認書を受けようとする場合は、当該手数料

の半額とする。 

また、ＦＣ・ＶＣ等の加盟店に発行する確認書の手数料は、１型式毎に33,000円（税込）とする。 

 

４ 認定書等の再交付料 

合理化システムの認定実施要領（HW-合理化004-2023）第７に規定する認定書及び確認

書の再交付を行う場合の手数料は、認定書及び確認書１件につき11,000円（税込）とする。 

 

 

附則 

制定  ：平成１５年 ６月１日 住木技１５第１２５号  

施行  ：平成１５年 ６月１日  

一部改正：平成１９年 ９月１日 住木技１９第２８４号 

一部改正：平成２３年 ４月１日 住木認２３第 ３０号 

 一部改正：令和 ２年１２月１日 住木認  第１９３号 

 一部改正：令和 ５年 ７月１日 住木認  第 ７８号 


